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２　介護保健施設サービス

注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

入所者の数が
入所定員を超
える場合

又
は

医師、看護職
員、介護職
員、理学療法
士、作業療法
士、言語聴覚
士又は介護支
援専門員の員
数が基準に満
たない場合

常勤のユ
ニットリー
ダーをユ
ニット毎に
配置してい
ない等ユ
ニットケア
における体
制が未整備
である場合

夜勤職員配置
加算

短期集中リハ
ビリテーション
実施加算

認知症短期集
中リハビリテー
ション実施加
算

認知症ケア加
算

若年性認知症
入所者受入加
算

在宅復帰・
在宅療養支
援機能加算
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基本部分

注

×９７／１００ ×７０／１００ ×７０／１００

（２）　ユニット型
　介護保健施設
　サービス費（Ⅱ）
　＜療養型老健：
　看護職員を配置＞

イ　介護保健施設
　サービス費
　（1日につき）

（２）　介護保健施設
　サービス費（Ⅱ）
　＜療養型老健：
　看護職員を配置＞

（３）　介護保健施設
　サービス費（Ⅲ）
　＜療養型老健：
 看護オンコール体制＞

ロ　ユニット型
　介護保健施設
　サービス費
　（1日につき）

（１）　ユニット型
　介護保健施設
  サービス費（Ⅰ）

（３）　ユニット型
　介護保健施設
　サービス費（Ⅲ）
　＜療養型老健：
　看護オンコール体制＞

（１）　介護保健施設
　サービス費（Ⅰ）

×９７／１００

（四）　介護保健施設サービス費（ⅳ）
　　　＜多床室＞【療養強化型】

（三）　介護保健施設サービス費（ⅲ）
　　　＜多床室＞【療養型】

（二）　介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　＜従来型個室＞【療養強化型】

（一）　介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　＜従来型個室＞【療養型】

（四）　介護保健施設サービス費（ⅳ）
　　　＜多床室＞【在宅強化型】

（三）　介護保健施設サービス費（ⅲ）
　　　＜多床室＞【従来型】

（二）　介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　＜従来型個室＞【在宅強化型】

（一）　介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　＜従来型個室＞【従来型】

（四）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅳ）
　　　＜ユニット型準個室＞【療養強化型】

（二）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　＜ユニット型個室＞【在宅強化型】

（一）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　＜ユニット型個室＞【従来型】

（四）　介護保健施設サービス費（ⅳ）
　　　＜多床室＞【療養強化型】

（三）　介護保健施設サービス費（ⅲ）
　　　＜多床室＞【療養型】

（二）　介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　＜従来型個室＞【療養強化型】

（一）　介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　＜従来型個室＞【療養型】

（三）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅲ）
　　　＜ユニット型準個室＞【療養型】

（二）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　＜ユニット型個室＞【療養強化型】

（一）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　＜ユニット型個室＞【療養型】

（四）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅳ）
　　　＜ユニット型準個室＞【療養強化型】

（三）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅲ）
　　　＜ユニット型準個室＞【療養型】

（二）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　＜ユニット型個室＞【療養強化型】

（一）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　＜ユニット型個室＞【療養型】

（四）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅳ）
　　　＜ユニット型準個室＞【在宅強化型】

（三）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅲ）
　　　＜ユニット型準個室＞【従来型】
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※　ＰＴ・ＯＴ・ＳＴによる人員配置減算を適用する場合には、短期集中リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算を適

レ　認知症情報提供加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（入所後7日間に限り　３５０単位を加算）

在宅強化型以外の場合　　　　　　　　　　　　（１日につき　　　４６０単位を加算）

療養型老健の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　（1月に1回７日を限度に､1日につき３００単位を算定）

療養型老健以外の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　（1月に1回７日を限度に､1日につき３００単位を算定）

カ　所定疾患施設療養費

療養型老健以外の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　（入所後7日に限り　１日につき２００単位を加算）

療養型老健の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　（入所後7日に限り　１日につき２００単位を加算）

タ　認知症行動・心理症状緊急対応加算

在宅強化型の場合　　　　　　　　　　　（入所者１人につき１回を限度として３００単位を加算）

在宅強化型以外の場合　　　　　　　　（入所者１人につき１回を限度として３００単位を加算）

ソ　地域連携診療計画情報提供加算

注
入所前から入所者の自宅等を訪問して退所を念頭においた施設サービス計画の策定と及び診療方針の決定を行った場合に算定

ニ　入所前後訪問指導加算

在宅強化型の場合　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　　　４６０単位を加算）

注
入所期間が１月を超える入所者が退所又は試行的に退所する場合において、当該入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合

（四）　退所時情報提供加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注
退所後の主治医に対して診療情報を提供した場合

（五）　退所前連携加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

（２）　老人訪問看護指示加算
　　　（入所者1人につき1回を限度として３００単位を算定）

ヘ　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１４単位を加算）

ト　経口移行加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

チ　経口維持加算（１日につき）

注　身体拘束廃止未実施減算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５単位を減算）

注　外泊時費用 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき３６２単位を算定

療養型老健以外の場合
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　　　１６０単位を加算）

療養型老健以外の場合
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　　　８２０単位を加算）

療養型老健以外の場合
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１，６５０単位を加算）

（三）　死亡日

（二）　死亡日以前2日又は3日

（一）　死亡日以前4日以上30日以下

注　ターミナル
　ケア加算

療養型老健の場合
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　　　１６０単位を加算）

療養型老健の場合
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　　　８５０単位を加算）

療養型老健の場合
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１，７００単位を加算）

（二）　退所後訪問
　　指導加算
（退所後1回を限度）

（一）　退所前訪問
　　指導加算

在宅強化型以外の場合
　　　　　　　　　　　　　　（４６０単位を算定）

在宅強化型の場合
　　　　　　　　　　　　　　（４６０単位を算定）

在宅強化型以外の場合
　　（入所中１回（療養型老健の場合は1回
　又は2回）を限度に４６０単位を算定）

在宅強化型の場合
　　（入所中1回を限度に４６０単位を算定）

注　特別療養費

注　療養体制維持特別加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　２７単位を加算）

ハ　初期加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

ル　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

ヨ　認知症専門ケア加算 （一）認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）
（二）認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　４単位を加算）

ワ　緊急時施設療養費 療養型老健以外の場合
（1月に1回3日を限度に､1日につき５００単位を算定）

療養型老健の場合
（1月に1回3日を限度に､1日につき５００単位を算定）

（二）　特定治療

（一）　緊急時治療管理

ヲ　在宅復帰支援機能加算
                                                                        （療養型老健に限り１日につき　５単位を加算）

ツ　サービス提供体制強化加算

ネ　介護職員処遇改善加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
                                                           （１日につき　１２単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
                                                         　（１日につき　６単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
                                                           （１日につき　６単位を加算）

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　（1月につき　＋所定単位×１５／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　　（1月につき　＋所定単位×１５／１０００×９０／１００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　（1月につき　＋所定単位×１５／１０００×８０／１００）

注
所定単位は、イからツまでにより算定した単位数の合計

注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合

注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月４回以上行った場合
口腔機能維持管理体制加算を算定していない場合は、算定しない

リ　口腔機能維持管理体制加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　　３０単位を加算）

ヌ　口腔機能維持管理加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　１１０単位を加算）

（一）　経口維持加算（Ⅰ）　　　　　　　（２８単位）

（二）　経口維持加算（Ⅱ）　　　　　　　　（５単位）

ホ　退所時指導等加算 （１）　退所時等指導加算

（三）　退所時指導加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位）


